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「東京における自然の保護と回復に関する条例」第14条による東京都への緑化計画書の届出等に

関しては、荒川区内の行為については、平成 13 年11月1日から適用しない事となりました。

また、同条例の第47条に基づき、3,000㎡以上の開発計画や建築計画に際しては、自然の保全

や緑化の立場から緑化指導や開発規制を行っています。詳しくは下記にご相談ください。

東京都環境局自然環境部緑環境課指導担当
新宿区西新宿 2－8－1 第二本庁舎１９階中央　電話 03－5388－3455

関東大震災をきっかけに急速に市街化が進んだ荒川区は、住宅・商店・工場が混在し、

個々の敷地が狭い木造住宅密集地域が広がっています。このため、区内の緑の量を示す緑

被率は、2 3区の中では大変低い水準となっており、防災対策とともに緑化の推進は区の

大きな課題の一つとなっています。

区では、皆様が区内で行う開発行為等を大きなチャンスと捉え、荒川区みどりの保護育

成条例及び荒川区市街地整備指導要綱に基づき、燃えにくい建物に建て替えていただくと

ともに、一定規模の緑地を整備していただき、災害に強く潤いのある街づくりを進めてお

ります。

美しい街の景観の形成、潤いと安らぎの提供、さらには、大気の浄化、ヒートアイラン

ド現象の緩和など、区民の生活に多くの恩恵をもたらす「みどり」を拡大するために、こ

の度の開発と併せた緑地の整備につきまして、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、事業主の方に対しましても、緑化の意義と緑地整備後の維持と保存につきまし

て、ご説明していただきたく重ねてお願いいたします。

令和 4年 4月 1日 

荒川区 防災都市づくり部　土木管理課長
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１．緑化計画の届出が必要な場合 ２．緑化の基準

（１）　「荒川区みどりの保護育成条例」の規定により、緑化計画の届出が必要な行為

（２）　「荒川区市街地整備指導要綱」の規定により、緑化計画の届出が必要な事業

対象となる行為 規　模

A

B

C

D

E

宅地の造成その他の土地の区画形質を変更する行為
※分譲、賃貸又は自己使用のための一戸建ての住宅、長屋、店舗併用住宅
又は共同住宅を建築する目的において、一団の土地を複数の区画に分ける
行為を含む（下記（例）を参照）

敷地面積 3 0 0㎡以上

敷地面積 3 0 0㎡以上

住戸数 1 5 戸以上

敷地面積 2 0 0㎡以上
建築基準法第６条第1項に規定する確認の申請又は法第 6条
の2第1項に規定する確認を受けるための書類提出を必要と
する行為（D に該当する場合や、用途変更のみの場合を除く）

自動車駐車場を設置する行為

例　対象となる行為Ａ（４つの宅地を造成する場合）

① ② 　①、②ともに、合計面積が 
３００㎡以上であるため、開
発行為等の種類Ａに該当し、
緑化計画書の提出が必要にな
ります。
　なお、位置指定道路の面積
については、基準緑化面積の
算出対象外となります。

道路 合計320㎡ 道路 合計320㎡

対 象 事 業

都市計画法第29条の開発行為に基づく手続きを必要とする事業

延床面積 1 ,   0 0 0 ㎡以上の建築物の建設事業

ペット火葬施設等の設置を行う事業

その他区長が特に必要と認める事業

次の式および表によって算出される面積以上の緑化を行ってください。

対象となる行為等の種類　A・B・C　に該当する場合

対象となる行為等の種類　D・ E　に該当する場合

基準緑化面積　＝　敷地面積 ×　（1- 建ぺい率）× 0.2 ※建ぺい率の緩和規定は

　適用しません

例①　建ぺい率80％の場合　320㎡ ×（1-0.8）× 0.2 ＝ 12.8㎡
例②　位置指定道路が含まれる場合（320-80）×（1-0.8）× 0.2 ＝ 9.6㎡

敷地または施行区域面積 ※1

1,000㎡ 未満

1,000㎡ 以上 3,000㎡ 未満

3,000㎡ 以上

地上緑化面積

敷地面積の

8% 以上

敷地面積の

4% 以上

10% 以上

6% 以上

公開広場 屋上緑化面積 ※2

屋上有効面積の

  10% 以上

20% 以上

20% 以上

※1　Dの場合は敷地面積、Eの場合は施行区域面積を参照してください。

※2　屋上緑化面積は、屋上の有効面積に占める割合です。

※3　埋葬施設は緑化基準が異なりますので、別途協議してください。

＊ 公開広場

＊ 屋上有効面積

　接道部に設置する広場状の一団の土地であり、高木・中木・低木が適宜植樹され、一般に公開
されるものをいいます。なお、公開広場内に設ける緑地は地上緑化面積には含まれないため
それぞれ面積を確保してください。

　建築物の屋根部分で、日常的に人の出入り及び利用可能な部分のうち、ソーラーパネルや空調
設備等の建築物の管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分及び、ひさしなどがかかっ
た部分を除いた面積とします。
なお、屋上駐車場（車の傾斜車路部分は除く）やルーフバルコニー等も屋上に含みます。

例　屋上の有効面積算出

共同住宅、寄宿舎又は長屋（住戸以外の部分が併設されているものを含む）
の用途に供する建築物に係る建築確認等を必要とする行為のうち、   「荒川
区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例」の適用を受けるもの

空調設備

ソーラー

パネル

手すり柵等

手すり柵等

ひさし

ひさしがかかっているため、有効面積には含みません

屋上の有効面積

ⅰ
（6 ０㎡）

ⅱ
（6 ０㎡）

ⅲ
（6 ０㎡）

ⅳ
（6 ０㎡）

位置指定
道路

（８０㎡）ⅰ
（６０㎡）

ⅱ
（１００㎡）

ⅲ
（１００㎡）

ⅳ
（６０㎡）
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商業系地域における緑化面積の緩和規定

対象となる行為等の種類がＤまたはＥに該当し、施行区域の一部または全部が商業地域及び

近隣商業地域（以下、「商業系地域」という）にある場合は、下記の条件に適合する緑地を設

置することにより、緑地（屋上緑化は除く）の面積を緩和することができます。

条例に基づく接道緑化の義務（緩和規定を使用する場合は除く）はありませんが積極的な整

備にご協力ください。

遮蔽物がない場合は道路から5ｍの範囲内にある緑地も接道緑化としてみなすことができま

す。ただし、道路と植栽の間を駐輪・駐車スペースとして使用する場合は接道緑化としてみ

なすことはできません。

緩和規定適用後の地上緑化面積

（１）敷地の全部が商業系地域にある場合

２ページの緑化の基準により算定される緑地の面積に２分の１を乗じて得た面積

（２）敷地が商業系地域と他の用途地域にまたがる場合

次の①及び②により算定される面積を合計した面積

　緩和規定を適用するのに必要な接道部緑化長さは、

　　　（20＋30）ｍ ［商業系地域の接道部長さ］× 30％ ＝ 15ｍ以上  となります。

　この計画では、（10＋20） ｍ ［商業系地域の接道部緑化長さ］＞15ｍとなっており、条件

を満たしているため必要緑化面積の緩和を適用することができます。

　よって、必要緑化面積は、

　　　600 ㎡×10％×1/2  ＋  500 ㎡×10％ ＝  80 ㎡　となります。

　　　※  面積全体の中で必要緑化面積以上の緑地を配置してください。

①　商業系地域内に存する敷地について、２ページの緑化の基準により算定される緑地の

　　面積に２分の１を乗じて得た面積

②　その他の用途地域内に存する敷地について、２ページの緑化の基準により算定される

　　緑地の面積

（例）開発区域が商業系地域とその他の地域にまたがる場合

対　象

D または E

面積 ※1

1,000 ㎡未満

商業系地域内で道路に接する長さの

の緑地を道路に沿って設置する場合

30%以上かつ 10ｍ以上

1,000 ㎡以上 3,000 ㎡未満

3,000 ㎡以上 適用なし

※１   Ｄの場合は敷地面積、Ｅの場合は施行区域面積を参照してください。
※２   埋葬施設は対象外となります。

緩和の条件

商業系地域内で道路に接する長さの

の緑地を道路に沿って設置する場合

30%以上かつ 15ｍ以上

接道緑化について

接道緑化の長さとは、樹木で緑化された長さをいいます。樹木の樹冠が植込地からはみ出る

ときは、その部分も接道緑化の長さに含めることができます。ただし、塀などで道路からの

見通しが妨げられる部分は、接道緑化の長さに算入できません。

接道緑化の長さについて

接道長さ　　　　＝　L1＋ L2＋L 3

接道緑化の長さ　＝　ℓ1＋ℓ2＋ℓ3＋ℓ4＋ℓ5＋ℓ6＋ℓ7

ℓ=緑化された接道部の長さ

ℓ

ℓ = ℓ1 ＋ ℓ2 ＋・・・・・・ℓn

ℓ

ℓ1 ℓ2 ℓn

隣地境界

L
1

L2

L3

ℓ
1

ℓ
2

ℓ
3

ℓ4 ℓ5 ℓ6 ℓ7

建築物

5m以内

隣
地
境
界

 道路

道路
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商業系地域における緑化面積の緩和規定
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条例に基づく接道緑化の義務（緩和規定を使用する場合は除く）はありませんが積極的な整
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２ページの緑化の基準により算定される緑地の面積に２分の１を乗じて得た面積

（２）敷地が商業系地域と他の用途地域にまたがる場合
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３．緑化面積の算出方法

（１）地上部

２ページの緑化の基準により算出される面積以上を樹木により緑化してください。

① 

② 

植込地による緑化

縁石等で囲まれ樹木で覆われた土地を緑化面積とします。縁石等は緑化面積に含みませんが

樹冠で覆われている場合にはその範囲も緑化面積として含めることができます。なお、植込

地の幅は原則として 50cm 以上確保してください。

生けがきによる緑化

生けがきの長さに幅を乗じた面積を緑化面積とします。ただし、幅 60cm 未満の生けがき

にあっては、幅 60cm として算定できます。その場合も植込地の幅は 50cm 以上確保し

てください。用いる樹木の高さは１ｍ以上とし、樹冠が重なる（目安は 30cm 間隔）よう

に植栽してください。原則として四つ目垣の構造により樹木を固定したものにしてください。

③ 独立木（高木）による緑化

他の緑地から独立した高木（植栽時に樹木の高さが２ｍ以上、成木時に３ｍ以上になるもの）

は、１本あたり３㎡として算定できます。実物の樹冠投影面積が３㎡以上の高木は、その樹

冠投影面積を緑化面積とすることができます。また、植栽時に樹高が３ｍ以上の高木は、そ

の高さの７ 割を直径とする円を樹冠相当とみなすこともできます。

※独立木で面積を算出する場合は、算出に用いた樹冠投影を緑化計画図に図示してください。

また、道路等から樹木芯までの長さを示すなど、実際に植栽する根鉢の位置を図示できるこ

とが必要です。図面上で所定の円が敷地内に収まり、かつ他の樹木や建築物に重ならずに図

示できることが必要です。

樹木の高さが植栽時 2m 以上

であり、成木時に 3m 以上に

なるものタケ、ササ類は、そ

の高さにかかわらず「低木」

とします

樹木1本あたり

3㎡　として算定できます。

生長時の枝張り長さを考慮した間隔を空ける（最低3m以上）

（２）屋上部

　２ページの緑化の基準により算出される面積以上を樹木や地被植物等により緑化してください。

なお、屋上部において基準の緑化面積を満たすことが困難な場合は、不足する面積相当分を地上部

に振り替えることができます。

補足事項

地上部

① 樹冠が重なり合うなど緑化面積が重複する部分は二重で加算することはできません。

② 樹冠投影面積が敷地からはみ出す部分や建物に食い込む部分は緑化面積から除いてください。

⑤ 地上緑化を屋上緑化に振り替えることはできません。

③ 地被植物のみによる緑地は、原則として緑化面積に含めることはできません。

④ 植込地に住宅設備（室外機や配管、桝蓋等）を設ける場合、樹冠で覆われる場合を除き、緑化

面積から除いてください。

⑥

⑦

⑧

植込地のうち、幅が極端に狭いもの（最小幅員の目安：50cm）は緑化面積から除いてくださ

い。

縁石の内側
50cm以上

樹木の高さ
1m以上

6m

0.5m

（例） 6m × 0.6m ＝ 3.6㎡

④ 植栽本数の目安

緑化面積とする場所は、上空が遮蔽されていない天空の場所とします。

樹冠が道路境界や隣地境界から越境することがないよう計画してください。

1m 1m1m

低木の枝幅 1㎡あたりの植栽密度

4 0 c m

3 0 c m 7～9株

6株

4株5 0 c m

低木を植栽する場合は、下表を参考に枝幅が触れ合う密度で植栽してください。

例① 3m×0.5m の植込地において W0.5m の低木を使用した場合

植込地面積　　3 ｍ × 0.5 ｍ ＝ 1.5 ㎡

必要本数　　1.5 m × 4 株/㎡ ＝ 6  株

例② 3m×1ｍの植込地において W1m の中木 1 本と W0.5ｍの低木を使用した場合

植込地面積  3 ｍ × 1  ｍ  ＝ 3  ㎡

必要本数 （3 ㎡ － （0.5m×0.5m×3.14））× 4 株/㎡  ＝ 8.86 ≒  9株

好ましい植栽例

（9）高木、中木、低木等の組み合わせによる

　　 量感のある配置とするとともに、樹冠投  

　　 影すると植込地が隙間なく樹木の枝葉で

　　 覆われるようにして下さい。

屋上部

① 可動式植栽基盤を用いる場合は、容量 100L 以上のものを緑化面積の算入対象とします。

② 屋上有効面積外に設けられた緑地も屋上緑化面積の対象となります。
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生存最小厚と生育最小厚の土層厚

5.　手続きの流れ

緑化計画書の作成にあたっては、認定の手続きをスムー
ズに進めるために、事前相談してください。

建築確認申請前に
緑化計画書（正・副各 1部）を提出してください。

「緑化計画認定済通知書」及び確認印を押した「緑化計
画書（副本）」を交付します

計画内容に変更が生じる場合は、あらかじめ担当者に相
談してください。
変更内容によっては、 「緑化計画変更報告書」 の提出が
必要になる場合があります。

緑化工事完了後、速やかに緑化完了届（正・副各1部）を
提出してください。

緑化完了届の内容を確認後、提出された図面を基に緑化
の確認を行います。

※  決められた手続きや緑化等を行わない場合又は整備した緑地を撤去した場合、条例の規定に

   基づき、是正を勧告するとともに、違反行為について公表する場合がございます。

「緑化完了確認通知書」及び確認印を押した「緑化完了届

（副本）」を交付します。

完了内容の審査・確認には1週間程度かかります。

計画内容の審査・確認には1週間程度かかります。

参考文献：（一社）日本公園緑地協会/都市公園技術標準解説書/平成 28 年

事 前 相 談

緑化計画書の提出

緑化計画の認定

緑 化 工 事

緑化完了届の提出

緑化の確認

手続き完了

※生育最小厚・・・望ましい深さ

※生存最小厚・・・やむを得ない場合

（5）植栽樹種は特に指定はしていませんが、緑地の整備後に末永く愛することができることや

管理のしやすさなどに配慮して選定してください。
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芝生・草木

低木 中木

浅根性高木 深根性高木

10〜15cm
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45cm

30cm 45cm 60cm

90〜100cm

90〜100cm

150cm
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生
育
最
小
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③ 屋上緑化面積を満たすことが困難な場合は、地上部に振り替えることができます。ただし、こ

の振替部分については、樹木等により緑化するものとします。

４．緑化計画上の留意点

（１）恒常的な緑化を基本としておりますので、樹木の生育に必要な日照、雨水の流入などに配慮

　 した場所に緑地を設けるようにしてください。また、剪定や灌水等の維持管理がしやすいよう

　 に作業スペースの確保や散水栓、灌水設備等の配置を考慮してください。

（２）緑地はできる限り接道部に設けることを原則として計画してください。

（３）既存樹木は、できる限り残して緑化を計画してください。

　 また、保護指定樹木等は可能な限り残せるように考慮し、事前に相談してください。

（４）黒土などの良質な土壌で客土するとともに、小石や砂利は極力除去し、樹木が良好に生育

　 　する土壌環境を整備してください。植栽基盤として必要となる土壌の厚さは樹木の種類や

　 　大きさによって異なりますので、下記の図を参考に設計してください。
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の確認を行います。

※  決められた手続きや緑化等を行わない場合又は整備した緑地を撤去した場合、条例の規定に

   基づき、是正を勧告するとともに、違反行為について公表する場合がございます。

「緑化完了確認通知書」及び確認印を押した「緑化完了届

（副本）」を交付します。

完了内容の審査・確認には1週間程度かかります。

計画内容の審査・確認には1週間程度かかります。

参考文献：（一社）日本公園緑地協会/都市公園技術標準解説書/平成 28 年

事 前 相 談

緑化計画書の提出

緑化計画の認定

緑 化 工 事

緑化完了届の提出

緑化の確認

手続き完了

※生育最小厚・・・望ましい深さ

※生存最小厚・・・やむを得ない場合

（5）植栽樹種は特に指定はしていませんが、緑地の整備後に末永く愛することができることや

管理のしやすさなどに配慮して選定してください。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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芝生・草木

低木 中木

浅根性高木 深根性高木
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30cm

45cm

30cm 45cm 60cm

90〜100cm

90〜100cm

150cm
60cm

生
育
最
小
厚

生
存
最
小
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③ 屋上緑化面積を満たすことが困難な場合は、地上部に振り替えることができます。ただし、こ

の振替部分については、樹木等により緑化するものとします。

４．緑化計画上の留意点

（１）恒常的な緑化を基本としておりますので、樹木の生育に必要な日照、雨水の流入などに配慮

　 した場所に緑地を設けるようにしてください。また、剪定や灌水等の維持管理がしやすいよう

　 に作業スペースの確保や散水栓、灌水設備等の配置を考慮してください。

（２）緑地はできる限り接道部に設けることを原則として計画してください。

（３）既存樹木は、できる限り残して緑化を計画してください。

　 また、保護指定樹木等は可能な限り残せるように考慮し、事前に相談してください。

（４）黒土などの良質な土壌で客土するとともに、小石や砂利は極力除去し、樹木が良好に生育

　 　する土壌環境を整備してください。植栽基盤として必要となる土壌の厚さは樹木の種類や

　 　大きさによって異なりますので、下記の図を参考に設計してください。
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（１）緑化計画書の提出

緑化計画書は下記①～⑦の必要となる書類で作成し、正･副各１部を提出してください。 副本は正本

のコピーでも構いません。提出された緑化計画書の内容を審査し、基準に適合している場合は『緑化

計画認定済通知書』を交付します。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ 各種図面 配置図、各階平面図、建物立面図、建物断面図等

屋上等の平面図を用いて、緑地（緑色で着色）、植栽す

る樹木の位置、種類および本数、植栽箇所の構造およ

び盛土厚さを記入してください。

樹木の一覧表については上記地上部を参照してくださ

い。

その他、芝・地被植物の場合は、種類・高さ・面積を

記入してください。

緑化計画図（屋上部）

P.11緑化計画図（地上部）

敷地の利用形態がわかる平面図を用いて、緑地（緑色

で着色）、樹木の位置・種類・本数を記入してください。

樹木の一覧表については、樹木（高木・中木・低木）

の種類、高さ、幹周り、葉張り、数量等必要事項を

明記してください。

緑化面積の求積計算（三斜法）を記入し、敷地面積・

必要緑化面積も記入してください。

面積等の数値は小数点以下第３位を切捨てし、第２位

までを記入してください。

開発行為の種類および

規模を確認できる資料

建築計画概要書 （写）、 事前申出書概要 （写） などを添

付してください。

案内図
開発区域の位置および方位を示し、 所在地を住居表示

で記入してください。

委任状
緑化計画の手続きを委任する場合は添付してくださ

い。
P.13

P.12第９号様式緑化計画書

参照補足事項書類名称

（２） 緑化計画の変更・事業計画の中止・事業計画の承継

緑化計画の認定後、 次に該当する内容を変更する場合は  「緑化計画変更報告書」  を正・副各１部提出

してください。  内容確認後に副本を返却します。

①  緑化計画が変更になった場合

□事業者が変更となる場合  （※代表者名が変わるだけの場合は必要ありません）

□敷地面積が変更となる場合  （※測量精査などによる軽微な増減の場合は必要ありません）

□緑化計画の内容が変更となる場合  （※樹種が変わるだけの場合は必要ありません）

①

②

P.14

参照補足事項書類名称

緑化計画変更報告書 変更内容を記入してください

その他の図面・書類

変更内容に応じて必要な図面を添付してください。

  【事業者の変更】  建築主等変更届の写し

  【敷地面積等の変更】  建築計画概要書の写し

  【緑化計画の変更】  緑化計画図  （変更後）  及び求積図

②  事業計画が中止になった場合

緑化計画の認定後、 事業計画を中止した場合は 「緑化計画の取下げ届」 を１部提出してください。

③  事業計画を承継する場合

緑化計画の認定後、敷地の一部を分譲販売するなどして別の事業者が緑化計画を遂行する場合は

「緑化計画手続きの承継届出書」を１部提出してください。

参照補足事項書類名称

参照補足事項書類名称

①

②

①

②

③

④

P.15

P.16

緑化計画手続きの承継届出書

その他の図面・書類

承継した内容を記入してください。

緑化計画図面等

（３）緑化完了届の提出（正･副各１部）

緑化完了届は下記の構成で作成し、正･副各１部を提出してください。後日、提出された緑化完了届

を基に現地確認を行います。基準に適合した内容で施工されている場合は「緑化完了確認通知書」を

交付します。

第１１号様式

緑化計画書と同じものを添付してください。

緑化竣工図 緑化の完了状況がわかる図面を添付してください。

緑化竣工写真

緑化の完了状況がわかる写真を添付してください。

なお、写真撮影位置および方向がわかるようにしてく

ださい。

緑化完了届

案内図
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（１）緑化計画書の提出

緑化計画書は下記①～⑦の必要となる書類で作成し、正･副各１部を提出してください。 副本は正本

のコピーでも構いません。提出された緑化計画書の内容を審査し、基準に適合している場合は『緑化

計画認定済通知書』を交付します。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ 各種図面 配置図、各階平面図、建物立面図、建物断面図等

屋上等の平面図を用いて、緑地（緑色で着色）、植栽す

る樹木の位置、種類および本数、植栽箇所の構造およ

び盛土厚さを記入してください。

樹木の一覧表については上記地上部を参照してくださ

い。

その他、芝・地被植物の場合は、種類・高さ・面積を

記入してください。

緑化計画図（屋上部）

P.11緑化計画図（地上部）

敷地の利用形態がわかる平面図を用いて、緑地（緑色

で着色）、樹木の位置・種類・本数を記入してください。

樹木の一覧表については、樹木（高木・中木・低木）

の種類、高さ、幹周り、葉張り、数量等必要事項を

明記してください。

緑化面積の求積計算（三斜法）を記入し、敷地面積・

必要緑化面積も記入してください。

面積等の数値は小数点以下第３位を切捨てし、第２位

までを記入してください。

開発行為の種類および

規模を確認できる資料

建築計画概要書 （写）、 事前申出書概要 （写） などを添

付してください。

案内図
開発区域の位置および方位を示し、 所在地を住居表示

で記入してください。

委任状
緑化計画の手続きを委任する場合は添付してくださ

い。
P.13

P.12第９号様式緑化計画書

参照補足事項書類名称

（２） 緑化計画の変更・事業計画の中止・事業計画の承継

緑化計画の認定後、 次に該当する内容を変更する場合は  「緑化計画変更報告書」  を正・副各１部提出

してください。  内容確認後に副本を返却します。

①  緑化計画が変更になった場合

□事業者が変更となる場合  （※代表者名が変わるだけの場合は必要ありません）

□敷地面積が変更となる場合  （※測量精査などによる軽微な増減の場合は必要ありません）

□緑化計画の内容が変更となる場合  （※樹種が変わるだけの場合は必要ありません）

①

②

P.14

参照補足事項書類名称

緑化計画変更報告書 変更内容を記入してください

その他の図面・書類

変更内容に応じて必要な図面を添付してください。

  【事業者の変更】  建築主等変更届の写し

  【敷地面積等の変更】  建築計画概要書の写し

  【緑化計画の変更】  緑化計画図  （変更後）  及び求積図

②  事業計画が中止になった場合

緑化計画の認定後、 事業計画を中止した場合は 「緑化計画の取下げ届」 を１部提出してください。

③  事業計画を承継する場合

緑化計画の認定後、敷地の一部を分譲販売するなどして別の事業者が緑化計画を遂行する場合は

「緑化計画手続きの承継届出書」を１部提出してください。

参照補足事項書類名称

参照補足事項書類名称

①

②

①

②

③

④

P.15

P.16

緑化計画手続きの承継届出書

その他の図面・書類

承継した内容を記入してください。

緑化計画図面等

（３）緑化完了届の提出（正･副各１部）

緑化完了届は下記の構成で作成し、正･副各１部を提出してください。後日、提出された緑化完了届

を基に現地確認を行います。基準に適合した内容で施工されている場合は「緑化完了確認通知書」を

交付します。

第１１号様式

緑化計画書と同じものを添付してください。

緑化竣工図 緑化の完了状況がわかる図面を添付してください。

緑化竣工写真

緑化の完了状況がわかる写真を添付してください。

なお、写真撮影位置および方向がわかるようにしてく

ださい。

緑化完了届

案内図



６．緑化計画の作成例

Scale：1/200（A4）

計画規模内容（想定）

敷地面積 300.00㎡

建ぺい率 80.0％（0.80） ※戸建住宅の想定のため条件Bに該当

基準緑化面積計算

敷地面積×（1.00-建ぺい率）×0.20＝基準緑化面積

300.00×（1.00-　0.80　）×0.20＝12.00㎡

樹種一覧

緑地場所

緑地場所 番号 計算式 面  積 備　考

樹　高：地面から樹冠の先端までの高さ
枝張り：四方面に伸長した枝の平均

樹　種 寸　法
樹 高 枝張り（直径） 数　量

緑地【A】 サクラ 3.0m 2.0m 1.0本

緑地【B】 サクラ 3.0m 2.0m 1.0本

緑地【C】

緑地【A】 ① 8.06×0.99×（1/2）＝3.98 3.98㎡ ※花壇の面積を三斜計算

※花壇の面積を三斜計算

※高木(サクラ)の投影面積の花壇越境部分を算出

※高木は1.0本当たり3.0㎡で換算

※生け垣は幅0.6mで換算

計画面積：16.82㎡＞基準緑化面積：12.00㎡

3.98㎡

1.06㎡

3.00㎡

8.00×0.60＝4.80 4.80㎡

16.82㎡合　計

8.06×0.99×（1/2）＝3.98

1.30－0.24＝1.06

3.00×1.00＝3.00

②

③

④緑地【B】

緑地【C】 ⑤

ベニカナメモチ 1.0m 0.5m 16.0本

サツキツツジ 0.4m 0.4m 42.0株

ハナミズキ 1.5m 0.5m 3.0本

計画緑化面積計算

③弓形の面積計算

扇形の面積

面積=扇形の面積-三角形の面積

=1.30-0.24

=1.06㎡

面積=3.14×半 径×半 径×(内角度/360)

=3.14×1.00×1.00×(150/360)

=1.30

三角形の面積

面積=底辺×高さ×(1/2)

面積=1.93×0.25×(1/2)

面積=0.24

法定建ぺい率を記載 小数点以下第 位まで記載

（第 位以下は切り捨て）

記 入 例

第９号様式(第１５条第１項関係) 

 

緑 化 計 画 書 
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

荒 川 区 長 殿 

 開発行為を行

おうとする者 
住 所 荒川区荒川二丁目○番○○号 
氏 名 荒 川 太 郎  
電 話 ０３ ( ３８０２ ) ○○○○ 

荒川区みどりの保護育成条例第１９条第１項の規定により、下記のとおり緑化計画書を提出します。 

記 

 開発行為等を行おう

とする場所 住居表示 荒川区荒川二丁目○○番○○号 地名地番 荒川区荒川二丁目○○番地○○ 

 

開発行為等の種類 

ア 宅地造成等 
イ 建築 (民間＝戸建住宅・共同住宅・事業所・学校・屋外運動施設・その他) 

 （公共＝庁舎・学校・住宅・公社公団・都施設・国施設・その他） 
ウ 自動車駐車場の設置 
エ 集合住宅（  戸） ← 15戸以上の場合は「エ」に該当 

緑化計画の規模 

1 敷地面積 ３００．００㎡ ・ （住戸数 １２ 戸） 
2 建ぺい率 ８０ ％ 
3 建築面積 ２００．００㎡ 
4 緑化計画 ①｛  敷 地 面 積    ×（ 緑 地 率 ） ｝ 

 ｛ ３００．００㎡× (１－０．８)×０.２ ｝＝  １２.００  ㎡ 
 ②｛  敷 地 面 積    ×（ 公開広場率 ）  ｝ 

 ｛  －  ㎡ ×  －    ｝＝ －  ㎡ 
 ③｛  屋上有効面積  × ( 屋上緑化率 ) ｝ 

 ｛  －  ㎡ ×  －     ｝＝ －  ㎡ 

緑化計画の内容 

樹 種 形 状 ・ 寸 法 （ ｍ ） 本 数 
サクラ 
ハナミズキ 
サツキツツジ 
ベニカナメモチ 

Ｈ３.０ Ｃ０.１５ Ｗ２.０ 
Ｈ１.５  Ｗ０.５ 
Ｈ０.４    Ｗ０.４ 
Ｈ１.０    Ｗ０.５ 

２ 本 
３ 本 

４２ 株 
１６ 株 

緑化完了予定年月日 令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

備 考 

緑 化 面 積 
①緑 地 面 積 １６．８２㎡ 
②公開広場面積 －  ㎡ 
③屋上緑化面積    －  ㎡ 

接 道 部 長 さ 
 

２０．００ ｍ 

接道部緑化長さ 
 

１０．００ ｍ 

(添付図面) 
１ 案 内 図 １ 部 ２ 緑化計画図 １ 部 ３ 屋上緑化計画図 １ 部  
４ 敷地求積図 １ 部 ５ そ の 他 

 連 絡 先 電話番号：０３（３８０２）○○○○ 担当者： ○○株式会社 荒 川 次 郎  
 

該当する項目にチェックを入れてください。 
☑［ 荒川区みどりの保護育成条例 ］ 
□［ 荒川区みどりの保護育成条例 –集合住宅- ］ 
□［ 荒川区市街地整備指導要綱 ］ 

 

提出書類は、荒川区ホームページから様式をダウンロード

することができます。

 

植栽時の規格を記載
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６．緑化計画の作成例

Scale：1/200（A4）

計画規模内容（想定）

敷地面積 300.00㎡

建ぺい率 80.0％（0.80） ※戸建住宅の想定のため条件Bに該当

基準緑化面積計算

敷地面積×（1.00-建ぺい率）×0.20＝基準緑化面積

300.00×（1.00-　0.80　）×0.20＝12.00㎡

樹種一覧

緑地場所

緑地場所 番号 計算式 面  積 備　考

樹　高：地面から樹冠の先端までの高さ
枝張り：四方面に伸長した枝の平均

樹　種 寸　法
樹 高 枝張り（直径） 数　量

緑地【A】 サクラ 3.0m 2.0m 1.0本

緑地【B】 サクラ 3.0m 2.0m 1.0本

緑地【C】

緑地【A】 ① 8.06×0.99×（1/2）＝3.98 3.98㎡ ※花壇の面積を三斜計算

※花壇の面積を三斜計算

※高木(サクラ)の投影面積の花壇越境部分を算出

※高木は1.0本当たり3.0㎡で換算

※生け垣は幅0.6mで換算

計画面積：16.82㎡＞基準緑化面積：12.00㎡

3.98㎡

1.06㎡

3.00㎡

8.00×0.60＝4.80 4.80㎡

16.82㎡合　計

8.06×0.99×（1/2）＝3.98

1.30－0.24＝1.06

3.00×1.00＝3.00

②

③

④緑地【B】

緑地【C】 ⑤

ベニカナメモチ 1.0m 0.5m 16.0本

サツキツツジ 0.4m 0.4m 42.0株

ハナミズキ 1.5m 0.5m 3.0本

計画緑化面積計算

③弓形の面積計算

扇形の面積

面積=扇形の面積-三角形の面積

=1.30-0.24

=1.06㎡

面積=3.14×半 径×半 径×(内角度/360)

=3.14×1.00×1.00×(150/360)

=1.30

三角形の面積

面積=底辺×高さ×(1/2)

面積=1.93×0.25×(1/2)

面積=0.24

法定建ぺい率を記載 小数点以下第 位まで記載

（第 位以下は切り捨て）

記 入 例

第９号様式(第１５条第１項関係) 

 

緑 化 計 画 書 
令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

荒 川 区 長 殿 

 開発行為を行

おうとする者 
住 所 荒川区荒川二丁目○番○○号 
氏 名 荒 川 太 郎  
電 話 ０３ ( ３８０２ ) ○○○○ 

荒川区みどりの保護育成条例第１９条第１項の規定により、下記のとおり緑化計画書を提出します。 

記 

 開発行為等を行おう

とする場所 住居表示 荒川区荒川二丁目○○番○○号 地名地番 荒川区荒川二丁目○○番地○○ 

 

開発行為等の種類 

ア 宅地造成等 
イ 建築 (民間＝戸建住宅・共同住宅・事業所・学校・屋外運動施設・その他) 

 （公共＝庁舎・学校・住宅・公社公団・都施設・国施設・その他） 
ウ 自動車駐車場の設置 
エ 集合住宅（  戸） ← 15戸以上の場合は「エ」に該当 

緑化計画の規模 

1 敷地面積 ３００．００㎡ ・ （住戸数 １２ 戸） 
2 建ぺい率 ８０ ％ 
3 建築面積 ２００．００㎡ 
4 緑化計画 ①｛  敷 地 面 積    ×（ 緑 地 率 ） ｝ 

 ｛ ３００．００㎡× (１－０．８)×０.２ ｝＝  １２.００  ㎡ 
 ②｛  敷 地 面 積    ×（ 公開広場率 ）  ｝ 

 ｛  －  ㎡ ×  －    ｝＝ －  ㎡ 
 ③｛  屋上有効面積  × ( 屋上緑化率 ) ｝ 

 ｛  －  ㎡ ×  －     ｝＝ －  ㎡ 

緑化計画の内容 

樹 種 形 状 ・ 寸 法 （ ｍ ） 本 数 
サクラ 
ハナミズキ 
サツキツツジ 
ベニカナメモチ 

Ｈ３.０ Ｃ０.１５ Ｗ２.０ 
Ｈ１.５  Ｗ０.５ 
Ｈ０.４    Ｗ０.４ 
Ｈ１.０    Ｗ０.５ 

２ 本 
３ 本 

４２ 株 
１６ 株 

緑化完了予定年月日 令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

備 考 

緑 化 面 積 
①緑 地 面 積 １６．８２㎡ 
②公開広場面積 －  ㎡ 
③屋上緑化面積    －  ㎡ 

接 道 部 長 さ 
 

２０．００ ｍ 

接道部緑化長さ 
 

１０．００ ｍ 

(添付図面) 
１ 案 内 図 １ 部 ２ 緑化計画図 １ 部 ３ 屋上緑化計画図 １ 部  
４ 敷地求積図 １ 部 ５ そ の 他 

 連 絡 先 電話番号：０３（３８０２）○○○○ 担当者： ○○株式会社 荒 川 次 郎  
 

該当する項目にチェックを入れてください。 
☑［ 荒川区みどりの保護育成条例 ］ 
□［ 荒川区みどりの保護育成条例 –集合住宅- ］ 
□［ 荒川区市街地整備指導要綱 ］ 

 

提出書類は、荒川区ホームページから様式をダウンロード

することができます。
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協議内容の承継届出書 
 

令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 
 
荒川区長 殿 

承継をした者 住 所 荒川区荒川二丁目〇番〇〇号 
氏 名 荒 川 太 郎     

 
  承継を受けた者 住 所 荒川区荒川二丁目〇番〇〇号 

氏 名 荒 川 次 郎   
 

荒川区みどりの保護育成条例に基づく緑化計画の手続きを承継したので、下記のとお

り届け出ます 
 

記 
 

計画名称 〇〇建築計画 

計画場所 
地名地番：荒川区荒川二丁目〇番地〇〇 
住居表示：荒川区荒川二丁目〇番〇〇号 

承継年月日 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 

承継の理由 土地売買による 

承継した 
内容 

令和〇〇年〇月〇日〇荒防土第〇〇号で認定を受けた緑化計画に基づ

く緑化面積を、当該計画地にて建築行為を行う際に確保する。 
また、上記緑化計画では詳細な緑化計画が定められていないため、承継

を受けたもの（建築者）が詳細な緑化計画を荒川区と協議のうえ作成し、

改めて緑化計画図を荒川区に提出する。 
なお、緑地の整備が完了した際には、緑化完了届を荒川区に提出し、緑

化完了確認を受ける。 
 
 

 

記 入 例 
第１１号様式(第１５条第４項関係) 

 

 

緑 化 完 了 届 

 

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

荒 川 区 長 殿 

届出人 住 所 荒川区荒川二丁目○番○○号 

氏 名 荒 川 太 郎  

電 話 ○○○ ( ○○○○ ) ○○○○ 

荒川区みどりの保護育成条例第１９条第１項の規定により認定を受けた緑化計画に基づき緑化を完了 

したので、同条例施行規則第１５条第４項の規定により、下記のとおり緑化完了届を提出します。 

記 

 

認 定 番 号 ○○ 荒 ○○ 第 ○○○ 号

 

認 定 年 月 日 令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

開発行為等の場所 

 
荒 川 区 荒 川 ○ 丁 目 ○ ○ 番地 ○ ○ 
（ 荒 川 区 荒 川 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号 ） 

 

緑化完了年月日 令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

備 考 

基準緑化面積 ○○．○㎡ 
 

完了緑化面積 ○○．○㎡ 
 
（計画認定時と変更がある場合、ここに変更内容を記載） 
・樹種の変更 ハナミズキ ⇒ サクラ 
・緑化面積の変更 38.0㎡ ⇒ 45.0㎡ など 

 連 絡 先 電話番号：０３（３８０２）○○○○ 担当者： ○○株式会社 荒 川 次 郎 

(注意) 認定番号、認定年月日は、緑化計画認定済通知書の右肩部の番号、年月日を 

記入して下さい。 

記　入　例

電話番号

電話番号
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協議内容の承継届出書 
 

令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 
 
荒川区長 殿 

承継をした者 住 所 荒川区荒川二丁目〇番〇〇号 
氏 名 荒 川 太 郎     

 
  承継を受けた者 住 所 荒川区荒川二丁目〇番〇〇号 

氏 名 荒 川 次 郎   
 

荒川区みどりの保護育成条例に基づく緑化計画の手続きを承継したので、下記のとお

り届け出ます 
 

記 
 

計画名称 〇〇建築計画 

計画場所 
地名地番：荒川区荒川二丁目〇番地〇〇 
住居表示：荒川区荒川二丁目〇番〇〇号 

承継年月日 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 

承継の理由 土地売買による 

承継した 
内容 

令和〇〇年〇月〇日〇荒防土第〇〇号で認定を受けた緑化計画に基づ

く緑化面積を、当該計画地にて建築行為を行う際に確保する。 
また、上記緑化計画では詳細な緑化計画が定められていないため、承継

を受けたもの（建築者）が詳細な緑化計画を荒川区と協議のうえ作成し、

改めて緑化計画図を荒川区に提出する。 
なお、緑地の整備が完了した際には、緑化完了届を荒川区に提出し、緑

化完了確認を受ける。 
 
 

 

記 入 例 
第１１号様式(第１５条第４項関係) 

 

 

緑 化 完 了 届 

 

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

荒 川 区 長 殿 

届出人 住 所 荒川区荒川二丁目○番○○号 

氏 名 荒 川 太 郎  

電 話 ○○○ ( ○○○○ ) ○○○○ 

荒川区みどりの保護育成条例第１９条第１項の規定により認定を受けた緑化計画に基づき緑化を完了 

したので、同条例施行規則第１５条第４項の規定により、下記のとおり緑化完了届を提出します。 

記 

 

認 定 番 号 ○○ 荒 ○○ 第 ○○○ 号

 

認 定 年 月 日 令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

開発行為等の場所 

 
荒 川 区 荒 川 ○ 丁 目 ○ ○ 番地 ○ ○ 
（ 荒 川 区 荒 川 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号 ） 

 

緑化完了年月日 令 和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日

備 考 

基準緑化面積 ○○．○㎡ 
 

完了緑化面積 ○○．○㎡ 
 
（計画認定時と変更がある場合、ここに変更内容を記載） 
・樹種の変更 ハナミズキ ⇒ サクラ 
・緑化面積の変更 38.0㎡ ⇒ 45.0㎡ など 

 連 絡 先 電話番号：０３（３８０２）○○○○ 担当者： ○○株式会社 荒 川 次 郎 

(注意) 認定番号、認定年月日は、緑化計画認定済通知書の右肩部の番号、年月日を 

記入して下さい。 

記　入　例

電話番号

電話番号
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７．用語の説明
（１）緑地

　植込地、生けがき、単独木等によって緑化された土地をいいます。

（２）植込地

　縁石などで区画され、高木又は低木（相互に葉が触れ合う程度に列植）が植えられている土

　地をいいます。

（３）生けがき

　樹木を竹垣等で固定して列植した植栽をいいます。

（４）樹木

　高木及び低木をいいます。

 ①  高木　通常の成木の樹高が３ｍを超える樹種のものをいい、かつ、植栽時の樹高が

　　　　　２ｍ以上のもの。

 ②  低木　高木以外で植栽時の樹高が３０ｃｍ以上のもの。

（５）中木

　上記（４）低木のうち、通常の成木の樹高が概ね 2ｍ以上になる樹種。

（６）独立木（単独木）

 他の緑地から独立して植樹され、枝葉が他の樹木と接していない樹木をいいます。

（７）地被植物

　芝生、ツタ、ササ、リュウノヒゲ等の植物をいいます。

（８）樹冠

 樹木の枝葉の広がっている範囲をいいます。

（９）樹冠投影面積

 樹冠を真上から地表に投影した面積をいいます。

（１０）地上緑化

  地上部に植栽する樹木により、地上部を樹木の枝葉で覆うことをいいます。

（１１）接道部

　敷地のうち、道路（公道、私道の別を問わず、通常一般の通行に供される道や通路等）に接

  する部分をいい、原則として奥行き 5m までの範囲とします。

（１２）接道緑化

　地上緑化のうち、接道部の緑化をいいます。遮蔽物がない場合は道路から 5ｍの範囲内にあ

　る緑地も接道緑化としてみなすことができます。ただし、道路と植栽の間を駐輪・駐車スペ

　ースとして使用する場合は接道緑化とみなすことはできません。

（１３）屋上緑化

　屋上部（ルーフバルコニーを含む）を樹木や地被植物等により、覆うことをいいます。

（１４）屋上有効面積

  建築物の屋根部分で、日常的に人の出入り及び利用可能な部分のうち、ソーラーパネルや空

  調設備等の建築物の管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分及び、ひさしなどが

  かかった部分を除いた面積をいいます。

  ※屋上駐車場（車の傾斜車路部分は除く）やルーフバルコニー等も含む。

（１５）公開広場

  接道部に設置する広場状の一団の土地で、高木、中木、低木が適宜植樹され、一般的に公開

  されている土地をいいます。

（１６）敷地面積

  建築行為においては建築基準法施行例第２条による面積をいいます。

（１７）施行区域面積

  宅地の造成、その他土地の区画形質を変更する行為、都市計画法第 29 条の規定に基づく手

  続きを必要とする事業、並びに墓地及びペット火葬施設等の設置を行う事業においてはその

  開発区域、移動火葬施設においては　施設の外周から水平距離 2ｍを加えた区域の面積をい

  います。

（１８）建蔽率

  建築基準法第５３条の規定により定められる、敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合

  をいいます。

（１９）保護指定樹木

 地上から 1.5ｍの高さにおいて幹周りが 1.2m 以上の樹木で、所有者からの申請を基に保護

 対象として指定された樹木をいいます。維持管理に要する費用の一部を区が助成しています。
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７．用語の説明
（１）緑地

　植込地、生けがき、単独木等によって緑化された土地をいいます。

（２）植込地

　縁石などで区画され、高木又は低木（相互に葉が触れ合う程度に列植）が植えられている土

　地をいいます。

（３）生けがき

　樹木を竹垣等で固定して列植した植栽をいいます。

（４）樹木

　高木及び低木をいいます。

 ①  高木　通常の成木の樹高が３ｍを超える樹種のものをいい、かつ、植栽時の樹高が

　　　　　２ｍ以上のもの。

 ②  低木　高木以外で植栽時の樹高が３０ｃｍ以上のもの。

（５）中木

　上記（４）低木のうち、通常の成木の樹高が概ね 2ｍ以上になる樹種。

（６）独立木（単独木）

 他の緑地から独立して植樹され、枝葉が他の樹木と接していない樹木をいいます。

（７）地被植物

　芝生、ツタ、ササ、リュウノヒゲ等の植物をいいます。

（８）樹冠

 樹木の枝葉の広がっている範囲をいいます。

（９）樹冠投影面積

 樹冠を真上から地表に投影した面積をいいます。

（１０）地上緑化

  地上部に植栽する樹木により、地上部を樹木の枝葉で覆うことをいいます。

（１１）接道部

　敷地のうち、道路（公道、私道の別を問わず、通常一般の通行に供される道や通路等）に接

  する部分をいい、原則として奥行き 5m までの範囲とします。

（１２）接道緑化

　地上緑化のうち、接道部の緑化をいいます。遮蔽物がない場合は道路から 5ｍの範囲内にあ

　る緑地も接道緑化としてみなすことができます。ただし、道路と植栽の間を駐輪・駐車スペ

　ースとして使用する場合は接道緑化とみなすことはできません。

（１３）屋上緑化

　屋上部（ルーフバルコニーを含む）を樹木や地被植物等により、覆うことをいいます。

（１４）屋上有効面積

  建築物の屋根部分で、日常的に人の出入り及び利用可能な部分のうち、ソーラーパネルや空

  調設備等の建築物の管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分及び、ひさしなどが

  かかった部分を除いた面積をいいます。

  ※屋上駐車場（車の傾斜車路部分は除く）やルーフバルコニー等も含む。

（１５）公開広場

  接道部に設置する広場状の一団の土地で、高木、中木、低木が適宜植樹され、一般的に公開

  されている土地をいいます。

（１６）敷地面積

  建築行為においては建築基準法施行例第２条による面積をいいます。

（１７）施行区域面積

  宅地の造成、その他土地の区画形質を変更する行為、都市計画法第 29 条の規定に基づく手

  続きを必要とする事業、並びに墓地及びペット火葬施設等の設置を行う事業においてはその

  開発区域、移動火葬施設においては　施設の外周から水平距離 2ｍを加えた区域の面積をい

  います。

（１８）建蔽率

  建築基準法第５３条の規定により定められる、敷地に係る建築面積の敷地面積に対する割合

  をいいます。

（１９）保護指定樹木

 地上から 1.5ｍの高さにおいて幹周りが 1.2m 以上の樹木で、所有者からの申請を基に保護

 対象として指定された樹木をいいます。維持管理に要する費用の一部を区が助成しています。
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9．あらかわ「緑・花 （りょくか） 」大賞 
　荒川区では、街の景観に配慮し、デザイン性にも優れている美しい緑化が行われた

物件を表彰します。（※完了届の次年度から対象）　

 

第 11 回あらかわ「緑・花」大賞緑化計画部門

大賞 特別賞 奨励賞
 

(1) あらかわ「緑・花」大賞とは
　 『あらかわ「緑・花」大賞』は、区民の皆様の緑花活動に対する関心を高め、区内に花と緑を普
　 及していくために、優れた緑花をつくり育てられている方がたを表彰する制度です。
(2) 緑化計画部門
　 緑化計画部門は、荒川区みどりの保護育成条例の規定により提出された緑化計画に基づいて建築
　 物等の敷地に整備される緑地が対象となります。
(3) 表彰
　 表彰には、大賞、特別賞及び奨励賞があります。受賞者については、区報や荒川区のホームペー
　 ジにおいて紹介させていただきます。
(4) 応募
　 応募の対象は、事業者、設計者又は管理者等です。
　 応募方法等の詳細については、応募要領及び荒川区のホームページをご覧ください。
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□□ 担当窓口

荒川区防災都市づくり部土木管理課維持みどり係

住所　〒 116-8501荒川区荒川2丁目11番1号 北庁舎 2F

電話　03-3802-3111内線 2752

FAX　03-3802-6230

Email　michi-midori@city.arakawa.tokyo.jp

荒川区 HP　http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

緑化計画に関するホームページ
トップページ→情報をさがす→まちづくり・土木→建築・開発・解体→建築の法令・条例・要綱

または、トップページ→サイト内検索→「緑化計画の届出」と入力→検索


